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         学生割引の進学時特例について 
 

学生割引の適用については、これまでバス乗車時に顔写真付き学生証を直接乗務員

に提示していただいていますが進学時などで卒業後と入学前の間の時期を特例とし

て設けることにしています。 

 

当社ホームページにも 学生割引運賃とは、 

日本の学校に限る、中学生、高校生、高等専門学校、大学生 

（短期大学、大学院生含む）。専門学校は除きます。 

（進学時の特例割引） 

1．3 月 31 日までの乗車の方で卒業などで学生証を返納している場合 

通学していたことを証明する書類（学校から発行する卒業証書のコピーなど） 

ご提示いただくことで、卒業までの身分として割引を適用します。 

2．4 月 1 日以降の乗車の方で入学前で学生証などが未支給で手元にない場合 

入学予定を証明する書類（学校から発行する入学証明書のコピ－・合格通知書 

など）をご提示いただくことで、新学年の身分として割引を適用します。 

●証明書を忘れられた方は通常の学生割引と同様に 

大人料金扱いとなり差額を頂きます。 


